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（１）宮城県教職員研修受講システム（Ｍナビオンライン）について

①システム概要

②システム利用者

③ｅラーニングについて

受講管理

システム

サテライトWeb研修

システム
ｅラーニング

システム

宮城県教職員研修受講システム Mナビオンライン

【備考】

 オンラインによる研修については、Ｍナビオンラインのｅラーニングシステムのほかに、総合教育センターホームページに掲載す

る動画や研究成果を活用することもあります。また、Ｚｏｏｍ等のＷｅｂ会議システムを使用する研修会もありますので、必ず受講

管理システムで研修会情報を確認のうえ受講してください。

【小・中学校等の県費負担教職員】【市町村教育委員会事務局】【教育事務所】

市町村立の小・中学校等の教職員が受講管理システムを利用して申込んだ内容は、所属管理者、市町村教育委員会、教育

事務所の順に承認を経て、総合教育センターに送信されます。

【県立学校の教職員】【地方機関等の教職員】

県立学校、地方機関等の教職員が受講管理システムを利用して申込んだ内容は、所属管理者の承認を経て、直接、総合教

育センターに送信されます。

総合教育センターでは、ＩＣＴを効果的・効率的に活用した研修を実施するため、教職員研修受講システム（Ｍナビオンライン）

を運用しています。研修の受講申込や受講履歴を管理する「受講管理システム｣、オンライン研修を視聴する「ｅラーニングシス

テム｣、複数の会場をライブ配信で結ぶ「サテライトＷｅｂ研修システム」の３種類で構成されています。

ｅラーニングは、パソコン等を使用して、インターネット上のｅラーニングシステムにアクセスし、オンラインで研修を受講（視

聴）するものです。視聴することで受講が修了するコンテンツのほかに、集合研修の事前や事後に視聴して予習・復習に活用

するものなどがあります。また、受講する研修に関わらず、いつでも誰でも視聴することができ、自主研修や校内研修に活用

できるコンテンツも配信します。

研修会や会議をオンライン

で実施する環境として整備

されたICT機器及びインタ

ーネット回線
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①受講管理システムで申込みを行う研修

<研修会番号>

受講決定フロー

受講選考
結果通知

県
立
学
校
・
地
方
機
関
　
等

受講者決定

受講決定通知等送信

受講選考
結果通知

受講決定
通知

受講決定通知等送信

受講者決定

受講者選考

受講決定フロー

職員情報
確認・変更

申込
所属職員情報

確認

<研修会番号>

A0510～A3001

幼稚園等新規採用
５年研
中堅研

採用１年目研

所属申込

教育事務所

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
申
込
み
～

受
講
決
定
通
知
等

校種 職員 所属管理者 教育委員会

受講申込フロー

J0402
学校事務
レベルアップ

所属申込

小
学
校
・
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校

受講申込フロー

職員情報
確認・変更

新任安全担当主幹
新任教務主任

高校生徒指導主事
新任研究主任

新任校内研修・研究担当
高校１学年主任
高校２学年主任

防災主任、新任防災主任
新任司書教諭・新任図書
館教育担当教諭
人権教育指導者

特別支援（Ⅰ〈基礎編〉・新
担任・摂食機能・コーデ新
担当・教育と福祉の連携

コーデ）

Ｂ0401～Ｂ1301 <研修会番号>

受講決定
通知

受講選考
結果通知

受講選考
結果通知

受講者選考

総合教育センター

受講者承認

所属職員情報
確認

申込

受講者承認

J0202～J0209
総セ主催
公研主催

J0302
労務職員
J0304
学校司書

C0111～C1800
教科

D0101～D1100
特別支援

E0100～E0300
生徒指導・教育相談
F1１00～F1403
情報教育

G0201～G0202
臨時的任用職員
G0400

長期研修発表会
G0600

学校運営スキルアップ
G0700

学力向上研修会及び学
力・学習状況調査活用

<研修会番号>

（２）市町村立小・中・義務教育学校、県立学校、地方機関等における受講申込手続

選択制研修

A0190

システムを利用して申込みを行う研修

指定研修（悉皆）  職能研修（悉皆） 専門研修

<研修会番号><研修会番号>

総合研修 事務職員等研修

特別研修専門研修<研修会番号>

【注意事項】

☛ 研修申込を行う前に、システムに登録されている自分の所属・職名・教科等の職員情報が正しいか必ず確認を行い、必要に応じて職員情報
更新を行ってください。誤った職員情報のままだと正しく申込みができない場合があります。
☛ 中学校免許外教科担任教員が初めて当該教科を担任する場合は、当該教科に関する研修が悉皆となりますので、必ず申込手続を行ってく
ださい。
☛ 中堅教諭等資質向上の選択研修として専門研修を受講する場合は、研修計画書の提出だけでは申込完了となりません。必ず受講管理シス
テムで申込手続を行ってください。

・ 以下に示す研修は、申込者本人がシステム入力を行った後に、所属管理者及び所管する機関による承認を経て、総合教育センター

に申込データが届きます。所属管理者は申込者本人と必ず内容を確認してください。

・ 各種研修の申込期限については、３月中旬に送付する通知文書等を確認してください。

・ 指定する期間内に受講管理システムで送信を完了してください。

・ 申込者本人には「受講決定通知」を、申込者本人以外は「受講選考結果通知」をシステムから送信しますので、確認してください。

- 33  -



 ②受講管理システムを利用せずに申込みを行う研修

 ③受講申込手続を要しない研修

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
申
込
等

（
受
講
決
定
等
は
シ
ス
テ
ム
で
通
知

）

校種 総合教育センター 教育事務所 教育委員会

受講選考
結果通知

受講選考
結果通知

県
立
学
校
・
地
方
機
関
　
等

受講者登録フロー

受講者確認

受講者登録
受講決定

受講決定フロー

受講決定
通知等送信

受講選考
結果通知

受講決定
通知

職員
（申込者本人）

所属管理者

受講選考
結果通知

受講決定
通知

小
学
校
・
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校

受講者登録フロー

受講者確認

受講者登録
受講者

確認・承認
受講者

確認・承認

受講者決定

受講決定フロー

受講決定
通知等送信

【注意事項】

☛ ４月に開催される初任者研修・新規採用者研修等は、受講決定通知と前後する場合があります。発令辞令に基づく悉皆

研修のため実施計画や受講管理システムの研修会情報を確認し、忘れずに受講してください。

・ 以下に示す研修は、システムを利用せずに申込みを行います。申込方法や申込期限等については研修ごとに別途

通知します。また、受講決定については文書等での通知と併せて、システムでも送信します。

・ 学校単位型の研修会については、文書等で通知及び申込みを行い、別途開催決定等をお知らせします。

・ 採用や任命による悉皆研修の受講対象者となる場合、申込手続は不要です。申込者本人には「受講決定通知」を、

申込者本人以外は「受講選考結果通知」をシステムから送信しますので、確認してください。

総合教育センターが受講者をシステムに登録します。

(一部の専門・総合研修を除く）

総合教育センターが受講者をシステムに登録します。

(一部の専門・総合研修を除く）

 専門研修  総合研修 事務職員等研修 指定研修（悉皆）  職能研修（悉皆）

特別研修 階層別研修（悉皆） 専門研修

<研修会番号>
J0401、J0403

学校事務ワン･ウイーク

<研修会番号>
J0110～J0190

<研修会番号>
J0301

 各教育事務所で
 通知・決定する

J0303

事務職員等研修

新任校長研修
新任教頭研修

新任主幹教諭研修
安担主幹教諭研修

 発令辞令に基づく
ため申込手続不要

<研修会番号>
A0110～A0343

<研修会番号>
B0101～B0400

システムを利用せずに申込みを行う研修 申込不要の研修

<研修会番号>
E0500
F1500

<研修会番号>
G0101～G0102
G0300、G0500

G0800

   システムによらない申
込みが必要になります。申
込方法・推薦方法等につ
いては別途通知します。

   システムによらない申
込みが必要になります。申
込方法・推薦方法等につ
いては別途通知します。

  システムによらない申込
みが必要になります。申込
方法・推薦方法等につい
ては別途通知します。

 発令辞令に基づく
 ため申込手続不要

 発令辞令に基づく
 ため申込手続不要

 発令辞令に基づく
 ため申込手続不要

初任者研修
新規採用者研修

(A0190-幼稚園等を
除く)
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（３）公立幼稚園等、市立高等学校等、私立学校における受講申込手続

受講決定通知 受講決定通知

　　　　　受講決定フロー　　　

受講決定通知発行

所属
教育委員会

私学・公益法人課
仙台市教育センター

教育事務所

受講決定通知 受講決定通知 受講決定通知 受講決定通知発行

受講決定フロー

受講申込フロー

受講希望名簿作成 名簿確認・集約 受講決定

申込
方法

種
類

校種等

市
立
高
等
学
校

申
込
不
要
の
研
修

申
込
み
が
必
要
と
な
る
研
修

公
立
幼
稚
園
等

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
申
込
み

指定研修

<研修会番号>
A0110～A1080

 校種等によって対象外の研修があ
 ります。対象となる研修について
 は、研修計画を確認してください。

 私立高の初任者研修については教
 科等に関する研修のみが受講対象
 となります。

職能研修

<研修会番号>
B0502～B1301

申込みが必要となる研修 申込不要の研修

職能研修

<研修会番号>
G0102

スクールミドル研修

 市立高のみ対象で、推薦
 方法等については別途
 通知します。

専門研修

<研修会番号>
C0111～F1403

校種等によって対象外の研
修があります。

<研修会番号>
B0102、B0202、B0301

新任校長研修
新任教頭研修

新任主幹教諭研修

市立(高・特・中等教育学校)
対象

総合研修

 校種等によって対象外の研修
 があります。対象となる研修に
 ついては、研修計画を確認し
 てください。

　　　　受講決定フロー　　　

受講決定通知 受講決定通知 受講決定通知発行

名簿確認・集約 名簿確認・集約

総合教育センター

研修申込フロー

受講希望名簿作成 受講決定

【注意事項】
☛   職能研修のうち管理職研修等を受講する市立高等学校の対象者については、総合教育センターで受講者を登録します
ので、申込手続は不要です。

☛   総合研修のうち「スクールミドルリーダー養成研修会」については、別途発送する通知文により申込方法・申込期限
等を確認してください。

ｅラーニングを受講する場合のＩＤとパスワードは、総合教育センターで発行します。

・ 公立幼稚園等、市立高等学校等、私立学校の教職員は、受講管理システム利用対象外のため、関係機関を経由して
総合教育センターに申込みを行います。

・ 一部の研修を除き、指定された期間内に受講申込みを行います。指定の様式を使用し、受講希望者の名簿を所管の

機関等に提出してください。

・ 所管する機関は、学校（園）の名簿を確認し、集約後に総合教育センターへ提出願います。受講決定通知については、

関係機関を経由し各所属に通知します。

・ 各種研修の申込締切については、３月中旬に送付する通知文等で確認してください。

市
立
高
等
学
校

私
立
学
校

ｅラーニング利用のためのＩＤを発行

ｅラーニング利用のためのＩＤを発行

ｅラーニング利用のためのＩＤを発行
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　イ　辞退について

　ウ　提出手続　　　　

　 (ア)　公立幼稚園等、市町村立小・中・義務教育学校、市立高等学校等の場合

 　幼稚園等、小・中・義務教育学校

 　市立高等学校等

　 (イ)　県立学校、地方機関等の場合

　 (ウ)　私立学校の場合

　エ　諸届の様式　　　　

  事情により、受講決定のあった研修会の受講を辞退する場合は研修会担当に連絡してください。

　①　電話連絡

　　   市町村立学校　→　地教委　及び　宮城県総合教育センター

　②　提出について

　　   電話連絡後、下記の順番で総合教育センター所長宛て諸届・申請書を提出してください。

　　 　また、諸届・申請書は所属控え用として写しを保管してください。

学校 → 市町村教育委員会 → 教育事務所

総合教育センター

　①　電話連絡

学校 → 市教育委員会

総合教育センター

研修会担当班

総合教育センター

教職研修班

研修会担当班

　　   県立学校　→　宮城県総合教育センター研修会担当

　②　提出について

　　   電話連絡後、総合教育センター所長宛て諸届・申請書を提出してください。

　　 　また、諸届・申請書は所属控え用として写しを保管してください。

　①　相談及び諸届等の提出

様式ダウンロードＵＲＬ：　　https://www.pref.miyagi.jp/site/sokyos/yousiki.html

（総合教育センタートップページ →　研修　→　各種様式ダウンロード）

　　   私立学校は総務部私学・公益法人課と相談の上、諸届・申請書を提出してください。

　②　電話連絡

　　   相談の結果を、総合教育センター研修会担当へ電話連絡し、指示を受けて下さい。

　　 　また、諸届・申請書は所属控え用として写しを保管してください。

　 諸届の様式は、P.40～P.42 に掲載してあるものをコピー、または総合教育センターホームページからダウンロードして

     使用してください。

様式

第１･２号

様式

第３号

総合教育センター

教職研修班

様式

第１･２号

様式

第３号

ウェブメール
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（様式第１号） 

欠 席 届 

 

○○○ 第 ○○ 号  

令和  年  月  日 

 

  宮城県総合教育センター所長  殿 

 

学校名 

 

校長名 
                                （公印省略） 

 

  下記のとおり、研修に参加できませんので届け出ます。 

 

記 

 

※指定研修（すべての校種・職種対象）の選択研修として申込んでいた場合には、以下の

該当する指定研修を○で囲んでください。 

 

ア 初任研３年目       イ 中堅研 

 

 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 

① 参加できない事由が発生した場合は、以下のとおり、速やかに電話連絡し、欠席する

場合の対応等を確認すること。 

  市町村立学校 → 地教委 及び 宮城県総合教育センター研修会担当に電話連絡 

  県立学校   → 宮城県総合教育センター研修会担当に電話連絡 

② 本様式は、上記の電話連絡を行った後に作成し、提出すること。 

③ 上記の電話連絡及び本様式の提出は、研修会開催日ごとに行うこと。 

研 修 会 番 号  

研 修 事 業 名  

受講者職・氏名  

参加できない日   令和  年  月  日（  ） 

欠 席 の 態 様 

(○で囲む) 

 ア 一 部 欠 席 （研修開始時間から   時   分まで） 

           （   時   分から研修終了時間まで） 

 

 イ 終 日 欠 席    

事     由 

（具体的に） 

宮城県総合教育センター処理欄

※ここには記入しないでください 

- 40 -



 

（様式第２号） 

期 日 変 更 ・ 延 期 願 

 

○○○ 第 ○○ 号  

令和  年  月  日 

 

  宮城県総合教育センター所長  殿 

 

学校名 

 

校長名 
                                （公印省略） 

 

  下記のとおり、研修会への参加を（ 期日変更 ・ 延期 ）したいので、許可くださ

るようお願いします。 

 

記 

 

 

 

 

  

＜注意事項＞ 

① 「願」の種別については、不要部分を取り消し線で見え消しすること。 

② 期日変更または延期を希望する事由が発生した場合は、以下のとおり、速やかに電話

連絡し、期日変更または延期する場合の対応等を確認すること。 

  市町村立学校 → 地教委 及び 宮城県総合教育センター研修会担当に電話連絡

  県立学校   → 宮城県総合教育センター研修会担当に電話連絡 

③ 本様式は、上記の電話連絡を行った後に作成し、提出すること。 

④ 期日変更の電話連絡及び期日変更願の提出は、研修会開催日ごとに行うこと。 

⑤ 延期願は、年度始めに提出し、複数年度にまたがる場合は、毎年度提出すること。 

研 修 会 番 号  

研 修 事 業 名  

受講者職・氏名  

期

日

変

更

願

研修会開催日  令和  年  月  日（  ） 

研 修 会 場

変 更 希 望 日  令和  年  月  日（  ） への変更を希望します。 

研 修 会 場

延

期

願

受講希望年度  令和  年度 への延期を希望します。 

事     由 

（具体的に） 

宮城県総合教育センター処理欄

※ここには記入しないでください 
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〈 様式第３号 〉 
 

              合理的配慮申請書 

                                                       

令和 年 月 日 

宮城県総合教育センター所長 殿 

                         学校名 

                         校長名 

                                 （公印省略） 

 

 下記のとおり、合理的配慮の提供を希望します。 

 

記 

 
研修会番号  

 
研修事業名  

 
受講者職・氏名  

 
合理的配慮について  

 
 
 

 
                                        

ここには記入しないでください。 
 
注 １ 本様式をコピーするか、宮城県総合教育センターホームページからダウンロード 

して活用してください。 
  ２ 申請書を提出する前に各学校から宮城県総合教育センター合理的配慮担当教職研

修班（０２２－７８４－３５５８）へ電話連絡してください。提出については宮城県
教職員研修計画をご確認ください。 

  ３ 毎年、参加する研修会ごとに作成し、提出してください。ただし、研修会が同一班
の場合、１枚にまとめての記載でも可とします。 

宮城県総合教育センター処理欄  


